
記載例1

※小型車両系建設機械（整地等）特別教育修了後、

機体重量3トン未満のミニバックホウやミニローダーで作業経験の場合

①空欄を全て記入してください。

型式と機体重量（及び質量）は車両本体の銘板を見て記入してください。

※機体重量（及び質量）はインターネットで型式を検索すると出てくる場合があります。

リース車両を使用していて、製造年月や製造番号が分からない場合は

リース屋さんにお問い合わせください。

②証明者は会社の代表取締役社長や、会社の経営において責任を持つ役職に 就いている方に限ります。

代表者の氏名と併せて、役職名も記載してください。

運転免許証と小型車両系建設機械（整地等）特別教育修了証は、

両面をコピーして別紙に印刷・添付してください。

※会社印必須
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作業装置がついていない建機本体の乾燥質量を指します。「乾燥」とは冷却水や

オイルなどが入っていない状態を表しています。

車両系建設機械で作業をするための資格は、この機体重量（及び質量）で区分されています。

機体重量（及び質量）が3トン以上の車両系建設機械（整地等）は、技能講習修了者でないと

作業できません。

また、3トン未満の車両は特別教育修了者か技能講習修了者でないと作業できません。

機体には機体重量（及び質量）が記載されたプレートやシールが貼られていますので

機体重量（及び質量）を確認し必要な資格を取得してください。

機体重量（及び質量）とは


